
令和３年４月１日から経営事項審査の評価方法が改正されます。
つきましては、再審査等の取扱を以下のとおり定めましたのでお知らせします。

【再審査の基本的考え方】
１．審査基準が改正された点についてのみ再審査を行う。
　◎再審査しないもの
　　・完工高や技術職員数等の変更。
２．現在有効な経審結果通知書が、再審査の日付時点で有効であること。
３．再審査は企業の自己判断に任せる。
　◎再審査した結果通知書を発注部局が競争参加資格に反映させるか不明なため。
４．申請方法は通常の経審申請手続きと同様。（郵送にて提出）

【再審査に必要な書類】
１．いわゆる申請書一式
２．現在有効な経審結果通知書
３．上記２を得るために申請した申請書の写し一式
４．再審査項目が技術職員の「有資格区分コード００５」の場合
　審査基準日現在で有効な監理技術者資格者証

５．再審査項目が「法定外労働災害補償制度」の場合
　 基準日現在に、中小企業等協同組合法の認可を受けて共済事業を行う者に加入していることの証明書（原本）

６．再審査項目が「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」の場合
　①CPD単位を取得した技術者名簿（様式第４号）
　②CPD認定団体によるＣＰＤ取得単位証明書（実績証明書）
　③様式第４号に記載した技術者に係る検定若しくは試験の合格証その他資格を証明する書面
　④様式第４号の「CPD単位」欄に単位を記載した技術者の健康保険証及び標準報酬月額決定通知書

　※様式第４号は技術職員名簿に記載のある技術者は除きますので、ご注意ください。

　①技能者名簿（様式第５号）
　②能力評価（レベル判定）結果通知書
　③工事施工台帳の作業員名簿
　④技術職員名簿に記載のない技能者を技能者名簿に記載した場合、様式第５号の「レベル向上」欄、

　　「控除対象」欄に○を記入した技能者の健康保険証及び標準報酬月額決定通知書

　※九州地方整備局HP掲載の経営事項審査の「確認資料について」も併せてご確認ください。

【再審査受付期間】
R３.４.１　～　H３.７.２９の１２０日間

【再審査手数料】無料

【問合せ・提出先】
　〒812-0013　福岡市博多区博多駅東２－１０－７　福岡第二合同庁舎別館３階

　TEL　０９２－４７１－６３３１（代表）

　国土交通省 九州地方整備局 建政部 建設産業課
　（宛　先）九州地方整備局　建政部　建設産業課　宛　「経営事項審査申請書類　在中」

〈CPD単位取得〉

〈技術レベル向上 〉

経営事項審査の審査基準改正に伴う再審査申立について

【お知らせ】



再審査申立書になっているか。（評価申請書ではな

い。）

再審査申立書になっているか。（評価申請書ではな

い。）

今回の再審査は「4」の「経営規模等評価の再審査の申立及び総合評定値の

請求」になっているか確認。
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審査結果の通知番号や通知年月日、再審査を申し

立てる事項、理由を記載すること。



前回申請と変更していないか。



前回申請と変更していないか。

前回申請時の技術職員について、

・有資格区分コード００５（朱書き表示すること）

・CPD単位取得数

が、再審査の対象となります。

技術職員の追加はできません。
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い
か
。


